
「東日本大震災後の我が国消防のあり方に関する意見―消防団を中心に」（要約） 

 
 
１ 今こそ地域の防災体制の強化 

  阪神淡路大震災は、緊急消防援助隊による全国的な広域応援体制の整備のスター

トとなった。東日本大震災は、消防団を中心とする地域の防災体制の強化のスター

トとすべきである。 
 
２ 国民の安全確保を目指す総合的な政策の推進と国の役割 

  国民の安全確保のため、「公助」のみでなく「自助」「共助」を含めた総合的な防

災力の強化を推進。その中で消防団は極めて重要。 
  消防団を消防組織法上の必置機関とし、比較的近接した地域などへの応援体制の

整備、装備の改善、教育訓練の充実などを国、県、市町村で推進。 
 
３ 消防団活動の充実強化  

（１）消防団員の増員確保 

  一般国民へのＰＲ、消防団員を雇用した場合のメリット付与などによる事業所の

協力促進、地域の実情に応じた多様な仕組みの導入など。国の支援。 
（２）これからの消防団の活動を展望した装備の充実 

  大規模災害や近接地域への応援出動を考えた水、食料、燃料、非常電源など長期

間の活動への備え。安全管理や情報発信に有効な双方向の通信装備、多用途の救助

活動用機材の整備。国の財政援助。 
（３）消防団員の処遇の改善と総合的な福祉の充実 

  報酬手当の改善。健康管理、殉職時の補償など総合的な福祉対策。日本消防協会

の福祉共済事業などの継続。東日本大震災殉職者遺児のための消防育英会の財源確

保。 
 
４ 地域総合防災力の充実強化 

  地域住民の理解協力による地域総合防災力の強化が必要。そのつなぎ役・リーダ

ー役として消防団への期待大。 
  国が主導し、地方公共団体、消防関係機関などが協力する地域の防災リーダーの

組織的、計画的養成。 
  学校教育や生涯教育の場などにおける幅広い防災学習の推進。婦人防火クラブや

少年消防クラブの活動への支援。消防団詰所の防災コミュニティー化への支援。 
  あらゆる地域政策に防災・減災の観点を導入。関係機関の連携強化。 
  以上を着実に実行するため、地域総合防災力整備推進法を制定し、国民の関心を

高め、総合的な政策を推進。 




